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入札説明書 

【一般競争入札（総合評価落札方式 -ランプサム型 ）】 

 

業務名称： カリブ地域（広域）東カリブ諸国における水の安

全保障に関する情報収集・確認調査（一般競争

入札（総合評価落札方式‐ランプサム型）） 

 

調達管理番号：23a00551 
 

【内容構成】 

第１章 入札の手続き 

第２章 特記仕様書 

第３章 技術提案書作成要領 

 

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下、JICA という）」が、民間コンサル

タント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定

する方法について説明したものです。 

本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、

技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加

者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により

落札者を決定することにより、JICA にとって最も有利な契約相手方を選定する入札

方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件

業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。 

 

 調達・派遣改革の各種施策が導入された 2023年 10月版となりますので、変更点にご注意く

ださい。 

 

2023 年 10 月 11 日 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部
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第１章 入札の手続き 

１．公告 

公告日 2023 年 10 月 11 日 

 

２．契約担当役 

理事 井倉 義伸 

 

３．競争に付する事項  

（１）業務名称：カリブ地域（広域）東カリブ諸国における水の安全保障に関する情

報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式 -ランプサム型 ）） 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しま

すので、契約書では消費税を加算します。（全費目課税）1 

（４）契約期間（予定）：2023 年 12 月から 2024 年 5 月 

上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施

のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。 

契約履行期間の分割の結果、契約履行期間が 12 ヵ月を超える場合は、前金払

の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めるこ

ととし、それぞれの上限を設定する予定です。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大、先方政府側の都合等による影響により、

本入札説明書に記載の業務スケジュール等を変更する必要が生じる場合には、必

要な調整を行います。 

（５）ランプサム（一括確定額請負）型契約 

本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する

成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム（一括確定額請負）型にて行い

ます。 

 

４．担当部署・日程等 

（１）選定手続き窓口 

 
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引

ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。 
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調達・派遣業務部 契約第一課 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp  

担当者メールアドレス：Kawaguchi.Keiji@jica.go.jp  

（２）事業実施担当部 

中南米部 中米・カリブ課 

（３）日程 

本案件の日程は以下の通りです。 

№ 項目 期限日時 

１ 配付依頼受付期限 2023 年 10 月 17 日 12 時 

２ 入札説明書に対する質問 2023 年 10 月 18 日 12 時 

３ 質問への回答 2023 年 10 月 23 日 

４ 技術提案書の提出用フォル

ダ作成依頼 

技術提案書の提出期限日の 

4 営業日前から 1 営業日前の正午まで 

５ 入札書（電子入札システム

へ送信）、別見積書・技術提

案書の提出日 

2023 年 10 月 27 日 12 時 

６ 技術提案書の審査結果の連

絡 

入札執行の日時の 2 営業日前まで 

７ 入札執行の日時（入札会） 2023 年 11 月  9 日 10 時 30 分 

８ 技術評価説明の申込日（落

札者を除く） 

入札会の日の翌日から起算して 7 営業日以内 

(申込先：  

https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE) 

※2023 年 7 月公示から変更となりました。 

 

５．競争参加資格 

（１）各種資格の確認 

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン

（2023 年 10 月）」を参照してください。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

１） 消極的資格制限 

２） 積極的資格要件 

３） 競争参加資格要件の確認 

mailto:outm1@jica.go.jp
mailto:Kawaguchi.Keiji@jica.go.jp
https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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（２）利益相反の排除 

特定の排除者はありません。 

 

（３）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者と

します。なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（１）の２）

に規定する競争参加資格要件を求めません（契約締結までに、法人登記等を確認する

ことがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作成し、

技術提案書に添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社印の押印

が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共同企業体結成の合

意状況について、記載してください。 

 

６. 資料の配付依頼 

資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の

公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見

積書等の電子提出方法（2023 年 3 月 24 日版）」に示される手順に則り依頼くださ

い（依頼期限は「第１章 企画競争の手続き」の「４．（３）日程」参照）。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

提供資料： 

・第３章 技術提案書作成要領に記載の配付資料 

・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022

年 4 月 1 日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022 年 4 月 1 日

版）」 

・契約書雛型、入札・技術提案に係る書式 

 

「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022 年 4

月 1 日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022 年 4 月 1 日版）」に

ついては、技術提案書提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時

に速やかに廃棄することを求めます。 

 

７．入札説明書に対する質問 

（１）質問提出期限 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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１）提出期限：上記４．（３）日程参照 

２）提出先  ：上記４．（１）選定手続き窓口宛、 

CC: 担当メールアドレス 

３）提出方法：電子メール 

① 件名：「【質問】調達管理番号_案件名」 

② 添付データ：「質問書フォーマット」（JICA 指定様式） 

注１） 質問は「質問書フォーマット」の様式に記入し電子メールに添付して送付

してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性が

あります。JICA 指定様式は下記（２）の URL の「公示共通資料」を参照

してください。 

注２） 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りして

います。 

（２）質問への回答 

１）上記４．（３）日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

２）回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争

参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金

額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。 

（３）説明書の変更 

競争参加予定者からの質問を受けて、又は JICA の判断により、入札説明書の

内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の２営業日前

までに JICA ホームページ上に行います。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期

間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。 

 

８．入札書・技術提案書の提出 

（１）提出期限：上記４．（３）日程参照 

（２）提出方法： 

具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書

等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出

方法（2023 年 3 月 24 日版）」をご参照ください 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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１）技術提案書 

① 技術提案書の提出方法は、電子データ（ＰＤＦ）での提出とします。 

② 上記４．（３）日程にある期限日時までに、技術提案書提出用フォル

ダ作成依頼メールを e-koji@jica.go.jp へ送付願います。 

③ 依頼メール件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法

人名）」 

④ 依頼メールが１営業日前の正午までに送付されない場合は技術提案

書の提出ができなくなりますので、ご注意ください。 

⑤ 技術提案書はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納

ください。 

２）入札書（入札価格） 

① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額（消

費税は除きます。）を、上記４．（３）日程の提出期限日までに電子入札

システムにより送信してください。 

② 上記①による競争参加者の入札価格により価格点を算出し、総合点を

算出して得られた入札会の結果を別途、全ての競争参加者に通知しま

す。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から

電子メールにより行います。 

３）別見積 

別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定し

た PDF ファイルとし、上記４．（３）日程を参照し提出期限日時までに

別途メールで e-koji@jica.go.jp へ送付ください。なお、パスワードは、

JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

（３）提出先 

１）技術提案書 

「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」 

２）見積書 （別見積書） 

① 宛先：e-koji@jica.go.jp 

② 件名：（調達管理番号）_（法人名）_見積書 

〔例：23a00551_○○株式会社_見積書〕 

③ 本文：特段の指定なし 

④ 添付ファイル：「23a00551_○○株式会社_見積書」 

⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、
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JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

（４）提出書類 

１）技術提案書・別見積書 

（５）電子入札システム導入にかかる留意事項 

１）作業の詳細については、電子入札システムポータルサイトをご確認ください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html） 

  ２）電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。 

 

９．技術提案書の審査結果の連絡 

技術提案書は、JICA において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、入

札会の 2 営業日前までに、電子メールにて結果を連絡します。期日までに結果が通

知されない場合は、上記４．選定手続き窓口にお問い合わせ下さい。入札会には、

技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格で

あった競争参加者の入札書（電子データ）は、JICA にて責任をもって削除します。 

 

１０．入札書 

（１） 入札価格の評価は、「第２章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価

（円）（消費税抜き）をもって行います。電子入札システムへの送信額は消費税

抜き価格としてください。また、電子入札システムにて自動的に消費税１０％が

加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。 

（２） 競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ませ

ん。 

（３） 競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書

を提出したものとみなします。 

（４） 入札保証金は免除します。 

（５） 入札（書）の無効 

次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。 

１）競争に参加する資格を有しない者のした入札 

２）入札書の提出期限後に到着した入札 

３）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

４）明らかに連合によると認められる入札 

５）同一競争参加者による複数の入札 

６）条件が付されている入札 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html
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７）定額計上を入札金額に含める指示がある場合、入札金額内訳書にて異なる

金額が計上された入札 

８）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１１．入札執行の日時、手順等 

（１）日時：上記４．（３）日程参照 

（２）入札会の手順 

１）開札方法：本案件では電子入札システムにて開札を行います。 

２）再入札：全ての入札価格が予定価格を超えた場合（以下「不落」という。） 

には、再入札を実施します。詳細は下記１１．（３）のとおりです。 

３）入札途中での辞退： 

「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、再入札

の日時までに電子入札システムから辞退届を必ず提出（送信）してくださ

い。2 

（３）再入札の実施 

すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合（不落）は、

再入札を実施します。落札者が決定するまで、再入札は２回まで実施します。 

機構にて再入札の日時を決定したうえで、電子入札システムから「再入札実施

通知書」が発行されます。本通知書に記載の入札期限までに、所定の方法により

電子入札システムへ再入札価格を送信してください。 

（４）入札者の失格 

入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行

者の指示に従わなかった者は失格とします。 

（５）入札会の終了 

３回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決ま

らずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、（不落）随意契約の交渉をお

願いする場合があります。 

 

１２．落札者の決定方法 

（１）評価方式と配点 

技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格

 
2 この辞退届を送信しないと、辞退扱いになりません。 
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評価点を合算した総合評価点を１００点満点とし、 

配点を技術評価点７０点、価格評価点３０点とします。 

（２）技術評価の方法 

「第３章 技術提案書作成要領」の別紙「技術提案書評価配点表」の項目ごと

に、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技

術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コン

サルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン（2023 年 10 月）」より

以下を参照してください。 

① 別添資料１「プロポーザル評価の基準」、 

② 別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」 

 

この技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格と

します。 

 

（３）価格評価 

価格評価点は、①最低見積価格の者を１００点とします。②それ以外の者の価

格は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り１００を乗じます（小数点第三

位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出）。具体的には以下の算定式により、計

算します。 

1. （価格評価点）＝最低見積価格＝１００点 

2. （価格評価点）＝最低見積価格／（それ以外の者の価格）×１００点 

ただし、ダンピング対策として、競争参加者が予定価格の８０％未満の見積額

を提案した場合は、予定価格８０％を見積額とみなして価格点を算出します。 

なお、予定価格の８０％を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体

的には以下の算定式により価格点を算出します。 

最も安価な見積額：価格評価点＝１００点 

それ以外の見積額（Ｎ）：価格評価点＝（予定価格×０．８）/Ｎ×１００点 

＊最も安価ではない見積額でも予定価格の８０％未満の場合は、予定価格の８

０％をＮとして計算します。 

予定価格を上回る入札金額（応札額）については、失格とします。 

（４）総合評価の方法 

 技術評価点（加点分を含む）と価格評価点７０：３０の割合で合算し、総合評

価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点
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第二位まで計算し、合算します。 

（総合評価点）＝（技術評価点）×０．７＋（価格評価点）×０．３ 

（５）落札者の決定方法 

以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき

総合評価点の者が２者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とし

ます。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが２者以上あるときは、くじ

引きにより落札者を決定します。 

１）技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと 

２）入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であること 

３）当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと 

 

１３．契約書作成及び締結 

（１）落札者から、入札金額内訳書を提出いただきます。 

（２）速やかに契約書を作成し締結します。 

（３）契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」については、入札金額内訳書に基づ

き、設定します。 

以 上 
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 第２章 特記仕様書 

 

本特記仕様書に記述されている「脚注」及び別紙の「技術提案書にて特に具体的

な提案を求める事項」については、競争参加者が技術提案書を作成する際に提案い

ただきたい箇所やの参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書

附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。また、契約締結に際し

ては、技術提案書の内容を適切に反映するため、必要な修正等が施された上で、最

終的な「特記仕様書」となります。 

 

第１条 総則 

この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という）と受注者名（以

下「受注者」という）との業務実施契約により実施する「カリブ地域（広域）東カリブ

諸国における水の安全保障に関する情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落

札方式）-ランプサム型）」に係る業務の仕様を示すものである。 

 

第２条 調査の背景・経緯 

カリブ海は世界で最も自然災害に対して脆弱な地域の一つであり、ハリケーンや干

ばつ等の自然災害に対する脆弱性を抱えており、それら自然災害や気候変動及び観光

客の増加が各国の上水供給に多大な影響を与えている。本案件の対象国（バルバドス

を除く）が加盟する東カリブ諸国機構（OECS）は開発戦略において「レジリエンス強

化」と「持続的開発」を挙げており、2023 年 6 月に、バルバドスで第 1 回カリブ域水

会議（バルバドス政府・USAID 主催）が開催され、カリブ海地域は、水の利用可能性、

使用、管理に関して、かつてない課題に直面していることが指摘された。また、気候変

動はカリブ海地域の人々の生活や生存に悪影響を及ぼしている事が言及され、カリブ

地域における水関連の生態系の保護とレジリエンス強化、水資源利用の効率化、水処

理技術の導入支援について対策の必要性も提言された。 

JICA は、2017 年 4 月に「北米・中南米地域 中米地域水・衛生セクターに関する

JICA-IDB 連携に向けた情報収集・確認調査」と 2019 年 6 月に「北米・中南米地域 カ

リブ地域上水供給強化プロジェクトに関する情報収集・確認調査」を実施し、同地域

において既存水資源賦存量、上水道の現状、淡水化施設の導入状況等について情報収

集・分析を行い、その結果として、海水淡水化施設の導入や無収水対策に向けた取り

組みが検討可能であると提言された。 

本調査は、右調査では未調査であった OECS 諸国の本部があり、同諸国内で最大の

人口を持つセントルシア国を始めとする対象国において、東カリブ地域の水の安全保

障に関する現状や課題、現行政策・法制度、関連機関の役割等を整理し、同分野への協

力ニーズを分析、米州開発銀行（IDB）及びカリブ開発銀行（CDB）を含む他ドナーと

の連携や喫緊の水分野への課題への支援方針案を検討、提言するべく実施するもので

ある。 
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第３条 調査の目的 

本調査は、東カリブ諸国を対象に、水の安全保障に関する情報収集・分析を行い、

喫緊の水分野課題への支援方針案を検討・提言するもの。  

実施に当たっては、特に 2017 年 4 月に「北米・中南米地域 中米地域水・衛生セ

クターに関する JICA-IDB 連携に向けた情報収集・確認調査」および 2019 年 6 月に

「北米・中南米地域 カリブ地域上水供給強化プロジェクトに関する情報収集・確認調

査」等、既に JICA、各国政府や他ドナーにより進められている調査等の情報を十分に

把握した上で、文献レビュー、本邦関係者やオンラインによるキーパーソンへの聞き

取りを踏まえた上で、現地調査を実施し、調査結果から得られる協力案等を提言する。 

 

第４条 調査実施の留意事項 

（１）調査の概要 

調査対象の概要は以下のとおり。 

１）調査名称 

カリブ地域（広域） 東カリブ諸国における水の安全保障に関する情報収集・

確認調査 

２）調査対象国・機関 

調査対象国は、セントルシアに重点をおき、2019 年の前回調査では未対象であ

ったアンティグア・バーブーダ、ドミニカ国を中心とする。次いで、前回調査対象

であった残りの OECS 加盟国であるセントクリストファー・ネービス、セントビ

ンセント及びグレナディーン諸島、グレナダ、及びバルバドスとする。(以下、参

考までに想定の国ごと人月比率案を示す。) 

調査対象機関は、バルバドス除く各国の水道事業体及び上水道セクター関連機

関（民間・NGO・NPO・政府機関等）とする。バルバドスについてはカリブ開発

銀行を中心に民間・NGO・NPO・政府機関等のみとする。 

 

国名 
セントルシ

ア 

アンティグ

ア・バーブ

ーダ 

ドミニカ国 

セントクリ

ス ト フ ァ

ー・ネービ

ス 

セントビン

セント及び

グレナディ

ーン諸島 

グレナダ バルバドス 

調査に

係る人

月比率 

35% 18% 18% 8% 8% 8% 5% 

対象 

機関 

各国の上下水道局及び上水道セクター関連機関（民間・NGO・NPO・政府機

関等） 

カリブ開発

銀行に重点 

 

３）調査実施期間 

2023 年 12 月～2024 年 5 月 

４）現地への渡航 

新型コロナウイルス対策やハリケーン等の自然災害、その他現地治安情報等に

ついて十分に発注者と情報共有しながら調査を行う。 

５）業務履行の承認プロセス 

業務履行に当たっては、発注者（中南米部）と十分に協議することを基本とし、
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協議頻度は、最低週 1 回を目途とする。また特に以下の段階においては、必ず発

注者と打合せを行ったうえで、完了した業務内容とその後の業務方針について確

認を得ることとする。 

① 業務計画書 作成時 

② 中間報告書（案） 作成時 

③ ドラフト・ファイナル・レポート（案） 作成時 

④ ファイナル・レポート（案） 作成時 

 

（２）協力案の方向性 

 今後の協力方針を検討・明確化する過程において、JICAグローバルアジェンダ「持

続可能な水資源の確保と水供給」の協力アプローチを参考にすること。現時点で想

定される例としては、水の安全保障や気候変動適応策に資する案件として、資金協

力による水源確保や漏水・無収水削減・海水淡水化、技術協力による漏水・無収水削

減を通じた水道サービスの改善、など。協力案の検討にあたっては、各国に対する

資金協力や技術協力のポートフォリオについても念頭に置き、小島嶼国特性（人員、

組織、等）に留意し、対象国地域全体への規模の経済性が活かせるような協力案を

発注者とよく相談の上で検討すること。3 

なお、島嶼国における効果的な無収水対策や気候変動適応策の事例としては、サ

モアの首都アピアでの無償資金協力「都市水道改善計画」と技術協力「沖縄連携に

よるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクト」による水道サービスの改善や、

マーシャルでの無償資金協力「マジュロ環礁における貯水池整備計画」による貯水

池建設の事例がある。 

 

（３）日カリブ交流年 

2024年はカリブ交流年にあたることから、同年中の積極的な広報が求められてい

る。調査の過程や結果において、広報に資する活動や情報があれば共有すること。 

 

第５条 調査の内容 

本調査は、東カリブ諸国の水の安全保障を検討する上で、基本情報となる水資源量

や水利用の状況、気候変動による影響、社会経済状況等、上下水道システムの状況、及

び水不足や災害等への対策状況や気候変動適応策の実施状況等を把握し、無収水対策

や水再生利用技術を活用した事業並びに海水淡水化事業等といった小島嶼国が深刻な

課題としている水の安全保障に資する支援の可能性を検討するため、各種情報の収集・

整理を目的とした調査を実施する。調査項目については以下の通り。  

  

（１） 社会経済状況：マクロ経済状況、財務状況（債務状況）、人口動態・人口変動

予測 他  

主に文献調査を行い、不十分の場合は各政府より情報収集を行う。 

 

（２） 水資源：水資源賦存量、水資源のモニタリング状況、各セクター（農業及び産

業部門を含む）の水利用状況の整理、水資源開発・管理のための資金調達・投資計

画、水資源管理や水源確保に係る課題 他  

 
3 上水道分野における小島嶼国特有の課題提示と課題対策・小島嶼国間の連携手法に

ついて、プロポーザルにて提案すること。 
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 主に文献調査を行い、各国の水道事業体へヒアリングを行う。 

 

（３） 上水道システム：上水道整備状況（水源、普及状況、給水量、水道サービスの

水準（水質、水圧、給水時間、水使用量原単位等）、メーター設置状況、管路図・

浄水場・配水施設の位置や規模等）、水質基準、水道事業体の運営・財務能力（漏

水率、無収水（NRW）率、料金体系、請求率と徴収率、財務諸表、主要財務指標

を含む）、顧客サービスの状況（顧客満足度等）、災害被害の履歴、水利用にかか

る政策・制度、上水道インフラ改善のための資金調達・投資計画、上水道システム

が抱えている課題 他（水道事業体から聴取可能な範囲で、下水道事業も調査対象

とする）  

 文献調査し、主に各国の水道事業体と主な各種施設へ訪問・ヒアリングを行い、

情報量と文献内容の正確性、不備とニーズについて調査・分析を行う。 

 

（４） 小島嶼国の水の安全保障に資する技術の活用状況：海水淡水化施設の既存設備

の精査、稼働状況、運営維持管理体制、水再利用技術の活用状況・計画、観光業界

（民間）における水の安全保障に資する技術の活用状況 他  

 主に各国水道事業体と関連施設の訪問・検査・分析を行い、適切な観光業界（民間）

へのヒアリングを行う。現地で新規技術（スタートアップ）や大企業の技術進展と

活用状況を併せて確認する。 

 

（５） 自然条件（水以外）：気象地勢・地形、災害に対する脆弱性、気候変動による

水資源・上水道への影響、対象国の水資源・上水道セクターにおける気候変動対策

の取り組み 他  

 文献調査の他、各国の環境省と気象庁へ情報収集を行い、各国の水道事業体へのヒ

アリングの際にも併せて調査する。 

 

（６） 市場動向：淡水化分野の外国・日本企業動向、対象国で活用が期待される日本

の技術・経験 他  

文献調査の他、淡水化分野で代表する日本企業へのヒアリングと、調査内容（３）

（４）（５）のヒアリング先にも日本の技術への期待に関する情報収集を行う。4 

 

（７） 地域国際機関等の動向：カリブ開発銀行（CDB）の対象国への支援状況及び連

携の可能性、地域国際機関・組織（CARICOM 含む）の水関連事業と政策、具体的

事業計画、支援状況、活用可能な資金ソース提言 他  

 文献調査の他、CARICOM や IDB 事務所含む地域国際機関・組織へヒアリングし、

活用可能な資金ソース提言や連携の可能性を調査する為の資料を作成する。バル

バドス出張の際にカリブ開発銀行へ訪問しヒアリングを行い、必要資料作成を行

う（注：各組織への訪問に向けて事前に発注者と内容を相談する）。5 

 

（８） 水分野の帰国研修員の活躍状況及び連携の可能性  

 
4 淡水化プラントと水再利用に活用できる最先端技術（DX含む）や日本特有技術と小

島嶼国での具体的な活用方法に関して、プロポーザルにて提案すること。 
5 上水道分野における、対象国に対して取り得ると考えられる国際機関・ドナーとの

連携手法を、連携実績と戦略を踏まえプロポーザルにて提案すること。 
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 主に水分野の帰国研修員が現在活動している機関において、本課題解決のための

今後の連携可能性の有無についてのヒアリングを行う。 

 

（９） 水の安全保障に貢献する将来協力案：調査結果を踏まえた将来協力案の具体的

提案と先方政府との調査結果及び案件形成に向けた協議（小島嶼国特有の脆弱性

（人員、組織、等）に留意すること） 

 具体的な提案資料の作成及び、（３）（４）（５）（６）（７）（８）間の適切な

連携の為各種機関との協議を行う。 

 

尚、本調査は東カリブ小島嶼国（特に OECS 諸国）に対して、幅広く多方面から協

力の可能性について調査を行うものとする。 

 

現地調査において必要となる相手国政府機関や関係機関とのアポイントメントや会

議設定は基本的に受注者が自律的に対応することを求める。ただし、受注者のみで対

応困難な状況があれば、適宜相談の上、発注者が便宜供与を行う可能性はある。 

 

第６条 報告書等（成果品） 

作成・提出する報告書等は以下のとおり。最終成果品（ファイナル・レポート）につ

いては要約版（和文・英文）をプレゼンテーション（ppt）として共に提出する。 

（１）業務計画書 

部数：和文電子データ（メールにて提出） 

提出期限：契約締結後 10 営業日以内 

（２）中間報告書 

部数：和文の電子データ（メールにて提出） 

提出期限：2024 年 3 月 8 日 

（３）ドラフト・ファイナル・レポート（現地ヒアリング結果報告を含む全調査

報告） 

部数：和文 1 部（製本不要）、英文 1 部（製本不要）、電子データ（メールに

て提出） 

提出期限：2024 年 4 月 30 日 

（４）ファイナル・レポート（FR） 

部数：和文 3 部、英文 3 部（6 部共製本）、CD-R 1 部 

提出期限：2024 年 5 月 24 日 

 

第７条 「相談窓口」の設置 

発注者、受注者との間で特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等につ

いて理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、

発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓

口」に事態を通知し、助言を求めることができる。 
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(別紙 1)業務計画書の目次案 

注）本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発

注者との協議に基づき、最終確定するものとする。 

 

Ⅰ．調査の基本方針（背景・目的等） 

Ⅱ．業務全体計画 

調査方法、項目と内容、実施体制、スケジュール 

Ⅲ．現地渡航計画 

渡航スケジュール、訪問先および背景と目的、面談議題 

Ⅳ．調査の留意点 

 リスク・マネージメント、関連調査の学び 

 

 

以上 
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(別紙 2)中間報告書およびファイナル・レポート目次案 

注）本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果

及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。なお、中間報告書については第

一回目の渡航終了までに調査した内容の報告書とする。 

 

Ⅰ．背景と目的 

 

Ⅱ．調査結果要約 

 

Ⅲ.セントルシア、アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービ

ス、ドミニカ国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、グレナダ（以

下、「対象国」）の基本情報 

１）人口動態・人口変動予測 

２）マクロ経済状況、財務状況（債務状況）、貿易収支 

３）OECS 諸国の開発計画 

４）日本との協力関係 

 

Ⅳ．対象国の上水道セクターの現状 

１）水資源の状況 

(1) 水資源賦存量 

(2) 各セクター（農業及び産業部門を含む）の水利用状況の整理 

２）上水道システムの状況 

(1) 水道事業体の運営・財政能力（漏水率、NRW 率、経営・財政面） 

(2) 水利用に係る政策・制度・関係法令 

(3) 水資源管理・上水道インフラ改善のための資金調達・投資計画 

(4) 市民の水資源に対する意識 
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(5) 下水道整備状況（担当機関、普及状況、下水道料金） 

３）小島嶼国の水の安全保障に資する技術の活用状況 

(1) 海水淡水化施設の既存設備の精査 

(2) 稼働状況 

(3) 運営維持管理体制 

(4) 水再利用技術の活用状況・計画 

(5) 観光業界（民間）における水の安全保障に資する技術の活用状況 

(6) 他上水道技術の活用・導入状況（海水淡水化プラント、水再利用

技術の活用状況） 

４）自然条件（水以外） 

(1) 気象地勢・地形 

(2) 災害に対する脆弱性 

(3) 気候変動による水資源への影響 

(4) 対象国の上水道セクターへの気候変動対策の取り組み 

５）市場動向 

(1) 淡水化分野の外国・日本企業動向 

(2) 対象国で活用が期待される日本の技術・経験 他官・民取り組み

状況 

６）地域国際機関等の動向 

(1) カリブ開発銀行（CDB）の対象国への支援状況及び連携の可能性 

(2) 地域国際機関・組織（CARICOM 含む）の水関連事業と政策 

(3) 具体的事業計画 

(4) 支援状況 

(5) 活用可能な資金ソース提言 

７）水分野の帰国研修員の活躍状況及び連携の可能性 
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８）水の安全保障に貢献する将来協力案 

(1) 協力ニーズ、課題の整理・分析、優先順位 

(2) 将来協力案の提言 

 

Ⅴ．まとめ 

 

以上
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（別紙 3） 技術提案書にて特に具体的な提案を求める事項 

（技術提案書の重要な評価部分）  

 

技術提案書の作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタン

トの知見と経験に基づき、第３章「１．技術提案書の構成」にて指定した記

載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書を参照

すること。 

 

№ 
提案を求める内容 特記仕様書への該当条項 

１ 
上水道分野における小島嶼国

特有の課題提示と課題対策・

小島嶼国同士の連携手法 

第 4 条 調査実施の留意事項 

 

２ 
淡水化プラントと水再利用に

活用できる最先端技術（DX

含む）や日本特有技術と小島

嶼国での具体的な活用方法 

第 5 条 調査の内容 

6．市場動向 

３ 
上水道分野における、対象国

に対して取り得ると考えられ

る国際機関・ドナーとの連携

手法 

第 5 条 調査の内容 

7．地域国際機関等の動向 
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第３章 技術提案書作成要領 

 

技術提案書を作成するにあたっては、「第２章 特記仕様書」に記載されている内容等を

技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。 

 

１．技術提案書作成に係る要件 
本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以

下のとおりです。  

（１）業務の工程  

「第２章 特記仕様書」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。 

（２）業務量の目途 

機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定する目途

ですので、競争参加者は、「第２章 特記仕様書」に示した業務に応じた業務量を算定

してください。 

 

（全体）5.04 人月  

（現地渡航回数：延べ 4 回） 

 

※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が

自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格

を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

各評価対象者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類は

以下のとおりです。 

【業務主任者：（業務主任者／○○（２号）】  

１） 対象国及び類似地域：小島嶼国（SIDS）／全途上国 

２） 語学能力：英語 

 

※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。なお、類似業務経験は、業

務の分野（内容）との関連性・類似性のある業務経験を評価します。 

 

※総合評価落札方式では業務管理グループ（副業務主任）は想定していません。 

 

（４）公開資料 
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2017 年 4 月「北米・中南米地域 中米地域 水・衛生セクターに関する JICA-IDB 連

携に向けた情報収集・確認調査」 

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_600_12288114.html  

2019 年 6 月「北米・中南米地域 カリブ地域上水供給強化プロジェクトに関する情

報収集・確認調査」 

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_600_12345245.html  

JICA グローバルアジェンダ「持続可能な水資源の確保と水供給」、クラスター事業

戦略「水道事業体成長支援」 

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/water/ku57pq00002cybbn-
att/water_text.pdf  
https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/__icsFiles/afieldfile/2023/07/11/001.pdf  

サモアにおける水道サービス改善を通じた持続的な水道事業運営について（Ryuji 

Ogata,et.al.(2022)） 

https://practicalactionpublishing.com/article/3083/sustainable-management-of-
water-utility-in-samoa-through-services-improvement-with-okinawa-water-bureaus  

 

（５）対象国の便宜供与 

概要は、以下のとおりです。 

 便宜供与内容  

１ カウンターパートの配置 無 

２ 通訳の配置 無 

３ 執務スペース 無 

４ 家具（机・椅子・棚等） 無 

５ 事務機器（コピー機等） 無 

６ Wi-Fi 無 

 

（６）安全管理 

現地の治安状況については、JICA 事務所や日本国大使館を通じて十分な情報収集を行う

とともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分行

うこと。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録するこ

と。 

 

https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_600_12288114.html
https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_600_12345245.html
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/water/ku57pq00002cybbn-att/water_text.pdf
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/water/ku57pq00002cybbn-att/water_text.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/__icsFiles/afieldfile/2023/07/11/001.pdf
https://practicalactionpublishing.com/article/3083/sustainable-management-of-water-utility-in-samoa-through-services-improvement-with-okinawa-water-bureaus
https://practicalactionpublishing.com/article/3083/sustainable-management-of-water-utility-in-samoa-through-services-improvement-with-okinawa-water-bureaus
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３．技術提案書作成上の留意点 

具体的な記載事項や留意点について以下のとおりです。 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員

の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての

業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれら

を総合的に記述して下さい。 

記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」

の「Ⅰ．１．プロポーザルに記載されるべき事項」の「（１）コンサルタント等の法人と

しての経験・能力」を参照してください。 

（２）業務の実施方針等 

「第２章 特記仕様書」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基

本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出

典・引用元を必ず明らかにして下さい。 

１）業務実施の基本方針 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を合わせた記載分量は、10 ページ以下としてください。 

３）作業計画 

上記１）、２）での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることから、作業計画

に作業ごとの投入量（人月）及び担当業務従事者の分野（個人名の記載は不要）を記

述して下さい（様式４－３の「要員計画）は不要です。なお、様式４－４の「業務従

事予定者ごとの分担業務内容」は記載ください）。記述に当たっては、「コンサルタン

ト等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の「Ⅰ．１．プロポーザルに記載

されるべき事項」の「（２）業務の実施方針等」を参照してください。また、様式につ

いても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。 

４）その他 

相手国政府又は JICA（JICA の現地事務所を含む。）からの便宜供与等に関し、業務

を遂行するに当たり必要な事項があれば記載して下さい。 

（３）評価対象者の経験・能力等 

本件業務に業務主任者として従事する評価対象者の経験・能力等について記述して

下さい。記述に際しては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイド

ライン（2023 年 10 月）」の「Ⅰ．１．プロポーザルに記載されるべき事項」の「（３）

業務従事予定者の経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイ
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ドラインの当該様式集を使用してください。 

（４）技術提案書の形式等 

技術提案書を提出する場合の体裁等は、以下のとおりとしてください。 

１）形式 

技術提案書は、Ａ４判（縦）、原則として１行の文字数を４５字及び１ページの

行数については３５行を上限として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、

目次の前として下さい。 

２）構成・分量 

上記「１．技術提案書の構成」に記載した頁数を上限として作成して下さい。 

 

４. 経費積算に係る留意事項 

本業務に係る経費を積算するについては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイ

ドライン（2023 年 10 月）」を参照してください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

（１）本案件に係る業務量の目途 

「第３章 技術提案書作成要領」の２．（２）に記載している機構が想定する業務量の

目途を参照して下さい。 

 

（２）別見積 

以下の費目については、入札金額には含めず、別見積書として作成し、「８．（２）提

出方法」に基づき提出してください。下記に該当しない経費については、別見積として

認めず、自社負担とします。 

１）直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

 

（３）定額計上について 

本案件は定額計上はありません。 

 

（４）ランプサム（一括確定額請負）型の対象業務 

 本業務においては、「第２章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプ

サム（一括確定額請負）型の対象業務とします。 

（５）見積価格について、 

各費目にて合計額（税抜き）で計上してください。 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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（千円未満切捨て不要） 

 

（６）旅費（航空賃）について 

参考まで、JICAの標準渡航経路（キャリア）を以下のとおり提示します。なお、提示して

いる経路（キャリア）以外を排除するものではありません。 
東京⇒ニューヨーク⇒ポートオブスペイン⇒カストリーズ 

東京⇒パリ⇒サンマルティン⇒ポートオブスペイン⇒カストリーズ 

東京⇒アムステルダム⇒ポートオブスペイン⇒カストリーズ 

or 東京⇒ニューヨーク⇒マイアミ⇒ビューフォート（キャリアについては特に指定なし） 

（７）業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参

加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。 

 

（８）外貨交換レートについて 

１） JICAウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html） 

 

（９）その他留意事項 

PNG国内における宿泊については、JICA の安全対策措置の関係から、現地での宿泊施設

が限定され、当該施設の宿泊料が著しく高く、所定の宿泊料では滞在が困難である場合に

は当該宿泊料を超えて実費相当額を請求できるものとします。見積積算上の宿泊料は、

24,000円／泊を用いてください。また、滞在日数が 30日又は 60日を超える場合の逓減は

適用しません。 

 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
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別紙：技術提案書評価配点表 

別紙 

 

技術提案書評価配点表 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （10） 

（１）類似業務の経験 6 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 (4) 

ア）各種支援体制（本邦／現地） 3 

イ）ワークライフバランス認定 1 

２．業務の実施方針等 （65） 

（１）業務実施の基本方針、業務実施の方法 35 

（２）作業計画等 30 

３．業務従事予定者の経験・能力 （25） 

（１）業務主任者の経験・能力 （25） 

①  １）業務主任者の経験・能力： 業務主任者／○○ （25） 

ア）類似業務等の経験 12 

イ）業務主任者等としての経験 5 

ウ）語学力 5 

エ）その他学位、資格等 3 

 

 


